
大田市告示第１２０号 

 

大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱（平成２７年大田市告示第１

２６号）の一部を次のように改正する。  

 

令和７年６月１１日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第１条第４号を次のように改める。 

(４) 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月１日３

農産第３８１７号）  

別表第１を次のように改める。  

別表第１（第２条関係） 

多面的機能支払交付金事業（基本単価） 

事業名称 交付金 交付金の対象経費  10a当たりの交付金額 

多面的機能支

払交付金事業 

農地維持

支払交付

金 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙1の第1に規定

する事業を行う場合に要

する経費 

田 3,000円 

畑 2,000円 

草地 250円 

資源向上

支払交付

金(共同) 

(注1)(注2) 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2の第1に掲げ

る事業のうち、第4の1(第4

の1の(3)の活動を除く。)

に掲げる取組を行う場合

に要する経費  

田 2,400円(1,800円) 

畑 1,440円(1,080円) 

草地 240円(180円) 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2の第1に掲げ

る事業のうち、第4の1の

(3)の取組を行う場合に要

する経費 

長期中干し 800円 

冬期湛水 4,000円 

夏期湛水 8,000円 

中干し延期 3,000円 

江の設置等（作溝実施） 

4,000円 

江の設置等（作溝未実



施） 3,000円 

資源向上

支払交付

金(施設の

長寿命化) 

(注3) 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2の第1に掲げ

る事業のうち、第4の2に

掲げる取組を行う場合に

要する経費  

田 4,400円 

畑 2,000円 

草地 400円 

注１ 資源向上活動（共同）を５年間以上実施した農用地及び資源向上

活動（長寿命化）の対象農用地については、交付単価に３／４を乗

じた（）内の単価とする。 

注２ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価

に５／６を乗じた額を交付単価とする。また、注１に該当し、かつ

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、（）内の単価

に５／６を乗じた額を交付単価とする。  

注３ 施設の長寿命化のための活動に対する交付金の上限額は、表中の

交付単価（直営施工を実施しない対象組織にあっては、当該単価に

５／６を乗じて得た額）をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗

じて得た金額に相当する金額の合計とする。ただし、令和６年度に

資源向上活動（長寿命化）を行っている場合に、同年度を含む当該

活動期間中に限り、対象組織への資源向上活動（長寿命化）に対す

る交付金の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地に

ついて、表中の地目ごとの交付単価（多面的機能支払交付金実施要

綱別紙５の第３に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しな

い活動組織にあっては、当該単価に５／６を乗じて得た額）をそれ

ぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の

合計とする。なお、多面的機能支払交付金実施要綱別紙５の第３に

定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理

する区域内に存在する集落数に２００万円を乗じて得た額のいずれ

か小さい額とする。  



多面的機能支払交付金事業（資源向上支払交付金（共同））（加算措置） 

事業名称 加算措置  加算条件  10a当たりの加算単価 

多面的機能支

払交付金事業  

多面的機

能の更な

る増進に

向けた活

動への支

援（注１） 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2第6の2の(1)

のウのaを満たす場合に、

当該活動期間中に限り加

算可能 

田 400円 

畑 240円 

草地 40円 

農村協働

力の深化

に向けた

活動への

支援（注

１） 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2第6の2の(1)

のウのbを満たす場合に、

当該活動期間中に限り加

算可能 

田 400円 

畑 240円 

草地 40円 

水田の雨

水貯留機

能の強化

（田んぼ

ダム）を推

進する活

動への支

援（注１） 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2第6の2の(1)

のウのcを満たす場合に加

算可能 

田 400円 

環境負荷

低減の取

組への支

援（注２） 

多面的機能支払交付金実

施要綱別紙2第6の2の(1)

のウのdを満たす場合に、

当該活動期間中に限り加

算可能 

長期中干し 800円 

冬期湛水 4,000円 

夏期湛水 8,000円 

中干し延期 3,000円 

江の設置等（作溝実施） 

4,000円 

江の設置等（作溝未実

施） 3,000円 

注１ 資源向上活動（共同）を５年間以上実施した農用地及び資源向上

活動（長寿命化）の対象農用地については、交付単価に３／４を乗

じた額とする。  



注２ 環境負荷低減の取組を５年間以上実施した農用地については、交

付単価に３／４を乗じた額とする。  

多面的機能支払交付金事業（組織の広域化・体制強化） 

事業名称 交付条件 交付金額  

多面的機能支

払交付金事業  

多面的機能支払交付金実施要綱別紙

2第6の2の(3)のアを満たす場合に交

付可能 

40万円／1組織 

 

多面的機能支払交付金実施要綱別紙

2第6の2の(3)のイを満たす場合に、

当該活動期間中に限り交付可能 

3集落以上又は50ha以

上200ha未満 4万円／

1組織 

200ha以上1,000ha未満

又は特定非営利活動法

人 8万円／1組織 

1,000ha以上 16万円

／1組織 

中山間地域等直接支払交付金事業（基本単価）  

事業名称 交付金 交付金の対象経費 10a当たりの交付金額 

中山間地域等

直接支払交付

金事業 

中山間地

域等直接

支払交付

金 

農業の有する多面的機能

の発揮の促進に関する事

業計画に基づく、条件不利

地の農業生産活動の維持

継続に要する経費  

田 

急傾斜 21,000円 

緩傾斜 8,000円 

畑 

急傾斜 11,500円 

緩傾斜 3,500円 

草地 

急傾斜 10,500円 

緩傾斜 3,000円 

草地比率の高い草地 

1,500円 

採草放牧地  

急傾斜 1,000円 

 緩傾斜 300円 

注１ 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組む

べき事項を実施しない場合、中山間地域等直接支払交付金実施要領



第６の２の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、

農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合

には交付単価に４／５を乗じた額とするとともに、イの(ｱ)及び(ｳ)

から(ｵ)までに掲げる加算措置は適用しないものとする。  

注２ 中山間地域等直接支払交付金実施要領第４の２の(2)及び(4)のイ

に該当する農地については緩傾斜の単価と同額とする。 

中山間地域等直接支払交付金事業（加算措置）  

事業名称 加算措置  加算条件  10a当たりの加算単価 

中山間地域等

直接支払交付

金事業 

棚田地域振興

活動加算  

(注１)(注２) 

集落協定の活動におい

て、棚田地域振興法（令

和元年法律第42号）第10

条の認定棚田地域振興活

動計画が策定された地域

であって、当該計画に係

る協定農用地内の勾配が

田で１／20以上、畑で15

度以上である農地（以下

「棚田地域振興農地」と

いう。）について、協定

認定年度（ただし、途中

の年度で協定を変更して

加算措置に取り組んだ場

合には当該変更年度）か

ら令和11年度までの間

に、農村振興局長が別に

定めるところにより、棚

田地域の振興を図る取組

を行う場合に、棚田地域

振興農地の面積に応じて

加算 

田・畑 

10,000円（急傾斜） 

14,000円（超急傾

斜） 

超急傾斜農地

保全管理加算  

集落協定又は個別協定の

活動において、協定認定

田・畑 6,000円 



(注３) 年度（ただし、途中の年

度で協定を変更して加算

措置に取り組んだ場合に

は当該変更年度）から令

和11年度までの間に、農

村振興局長が別に定める

ところにより、協定農用

地内の勾配が田で1／10

以上、畑で20度以上であ

る農地（以下「超急傾斜

農地」という。）の保全

等の取組を行う場合に、

超急傾斜農地の面積に応

じて加算 

ネットワーク

化加算 

(注４)(注５) 

協定農用地の合計面積が

20ha以上となる複数の

集落協定間で協議会等の

設置を伴うネットワーク

化（複数の集落協定間に

おいて活動の連携体制を

構築することをいう。）

を行う集落協定、新たに

他の集落協定と一つの集

落協定に統合し、協定農

用地の面積が20ha以上

となる集落協定又は同一

の地域計画の区域内に他

の集落協定がない場合に

おいては、新たに１組織

以上の農業者団体以外の

組織が活動に参画した上

で、２組織以上（新たに

田・畑・草地・採草放

牧地 

 協定農用地のうち

5ha以下の部分 

10,000円 

協定農用地のうち

5ha超、10ha以下の部

分 4,000円 

協定農用地のうち

10ha超、40ha以下の

部分 1,000円 



参画する組織も含む。）

の農業者団体以外の組織

が活動に参画する集落協

定において、協定認定年

度（途中の年度で協定を

変更して加算措置に取り

組んだ場合には当該変更

年度）から令和11年度ま

での間に、農村振興局長

が別に定めるところによ

り、当該協定に基づく活

動において主導的な役割

を担う人材の確保や農業

生産活動等の継続のため

の取組を行う場合に、当

該協定農用地のうち交付

金の対象となる農用地に

加算 

スマート農業

加算 

(注６)(注７) 

集落協定の活動におい

て、協定認定年度（ただ

し、途中の年度で協定を

変更して加算措置に取り

組んだ場合には当該変更

年度）から令和11年度ま

での間に、農村振興局長

が別に定めるところによ

り、スマート農業による

共同取組活動の省力化や

効率化を図る取組を行う

場合に、当該協定農用地

のうち交付金の対象とな

る農用地に加算  

田・畑・草地・採草放

牧地 

 5,000円 



集落機能強化

加算の経過措

置 

(注８)(注９) 

(注１０) 

中山間地域等直接支払交

付金実施要領の一部改正

について（令和７年４月

１日付け６農振第2437

号農林水産事務次官依命

通知）による改正前の中

山間地域等直接支払交付

金実施要領（平成12年４

月１日付け12構改B第38

号農林水産事務次官依命

通知)第６の３の（2）の

イの（ｴ）の集落機能強化

加算の適用を受けた集落

協定のうち、１組織以上

の農業者団体以外の組織

又は構成員の10%以上の

非農業者が活動に参画す

る集落協定の活動におい

て、協定認定年度（ただ

し、途中の年度で協定を

変更して加算措置に取り

組んだ場合には当該変更

年度）から令和11年度ま

での間に、農村振興局長

が別に定めるところによ

り、新たな人材の確保に

関する取組又は集落機能

を強化する取組を行う場

合に、当該協定農用地の

うち交付金の対象となる

農用地に加算  

田・畑・草地・採草放

牧地 3,000円 

注１ 棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で１／１０

以上、畑で２０度以上である農地については、超急傾斜の単価と



する。 

注２ 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一

農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加

算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交

付を行わないものとする。 

注３ 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、

同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わない

ものとする。  

注４ １協定当たりの加算額は、１００万円／年を上限（ただし、集

落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定）

とする。 

注５ ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能

強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。  

注６ １協定当たりの加算額は、２００万円／年を上限とする。  

注７ スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用

地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとす

る。 

注８ １協定当たりの加算額は、２００万円／年を上限とする。  

注９ 集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、

同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わない

ものとする。  

注１０ 集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、

ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。  

注１１ 同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の

交付を行わないものとする。  

注１２ 同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。 

注１３ 一農業者等当たりの受給額の上限は５００万円（役員報酬等

集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る

日当として受領した金額を除く。）とする。ただし、多数のオペ

レーターを雇用する第３セクター及び多数の構成員からなる生産

組織等には適用しないものとする。 

環境保全型農業直接支払交付金事業（基本単価）  

事業名称 交付金 交付金の対象  10a当たりの交付金額 



環境保全

型農業直

接支払交

付金事業 

環境保全型農

業直接支払交

付金 

農業の有する多面的機

能の発揮の促進に関す

る事業計画に基づく、化

学肥料等の使用を５割

低減する取組と併せて

行う取組に要する経費 

炭素貯留効果の高い堆

肥の施用 3,600円 

緑肥の施用5,000円 

炭の投入 5,000円 

総合防除（農産局長が

別に定める作物を除

く。） 4,000円 

総合防除（農産局長が

別に定める作物） 

2,000円 

有機農業（農産局長が

別に定める作物を除

く。） 14,000円 

※このうち炭素貯留効

果の高い有機農業を実

施する場合に限り（注）

2,000円を加算 

有機農業（農産局長が

別に定める作物） 

3,000円 

取組拡大加算（有機農業

の取組の拡大に向けた

活動に対して加算） 

4,000円 

（注）土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全

に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか１つ以上を実施する

場合 

   附 則 

（施行期日）  

１ この告示は、令和７年６月１１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この告示による改正後の大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱の

規定は、令和７年４月１日以後に実施する事業から適用する。  


